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※JMIP（ジェイミップ）= Japan Medical Service Accreditation for International Patients の略 

 

１ JMIP の目的 
 

 

外国人が安心･安全に国際的に高い評価を得ている日本の医療サービスを 

享受することができる体制を構築します。  

 

 

※国際医療交流やビジネス、留学、観光目的の訪日外国人や在留外国人を対象の外国人と定義

します。 

 

２ 対象医療機関 
 

 
JMIP の対象となる受審医療機関は次のように定義されます。 
 
 

第三者機関による認証制度（※）によって医療施設機能が評価されている病院または健診施設 

 ※ 次の条件を満たす認証制度で、かつＪＭＩＰ認証審査会が適切であると判断したもの。 

 （１）病院または健診施設の医療機能を評価する評価項目を定めている。 

 （２）所定の研修カリキュラムによって養成された調査員により、評価項目に沿った調査 

    （実地調査を含む）が実施されている。 

 （３）調査結果に基づき、第三者からなる認証審査機関によって認証の是非が審議されて 

    いる。 

  

 （例） ① 病院機能評価（日本医療機能評価機構） 

     ② Accreditation Standards For Hospitals（Joint Commission International） 

     ③ ＩＳＯ9001／14001 

     ④ 臨床研修評価（卒後臨床研修評価機構） 

     ⑤ 人間ドック健診施設機能評価（日本人間ドック学会） 

 

※ 本認証制度の申込みの時点で、①「上記の認証制度のいずれかの認証（認定）を得ている」、もしくは、 
②「いずれかの認証制度を受審予定であり、かつ本認証制度の認証審査の時点で当該認証制度の認証 
（認定）を取得見込みである」ことが、本認証制度申込みの要件となります。

Ⅰ 外国人患者受入れ医療機関認証制度（※JMIP）の目的と対象医療機関 
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１ 受審の申込み 
 

・JMIP ホームページ「受審申込み」フォーム（https://jmip.jme.or.jp/form.php）に必要事項を

入力してお申込みください。 

・申込み月の４ヵ月後～１２ヵ月後の期間で「訪問調査希望月」をお決めください。 

（例）２０１８年４月に申込みの場合 

２０１８年８月～２０１９年４月までの期間で訪問調査希望月を設定 

・担当の方は、訪問調査希望時期が決まりましたら早めにお申込みください。 

 

 

２ 契 約 
 

・当財団が申込みを受理した後、受審申込み医療機関と当財団との間で「外国人患者受入れ医

療機関認証制度における審査等に関する契約」の締結を行います。 

・契約の締結後、評価料（申込金）の請求書を送付しますので、請求書に記載した支払い期限

までに、当財団の指定口座へお振込みください。 

※支払い期限の目安：請求書受領後１０日以内 

・なお、会計処理の関係などにより指定期限までのお支払いが難しい場合は、受審申込み時に

当財団へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ⅱ 受審の申込みから結果報告まで 
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３ 書面調査 

 

受審医療機関の現状を把握するために行う、書類による調査を「書面調査」といいます。 

 

・書面調査の対象書類は、①現況調査票 ②事前提出資料 ③自己評価票 の３点です。 

 【①現況調査票・③自己評価票 の作成方法】 

JMIP ホームページ「受審を希望される医療機関の方へ」⇒「・受審に関する資料」⇒「書

面調査に関する資料」内の Excel 版フォームをダウンロードして、必要事項を入力してくだ

さい。 

 【②事前提出資料】 

上記 JMIP ホームページ「書面調査に関する資料」内の【事前提出資料】をダウンロードし

て、事前に提出すべき資料一覧を確認のうえ、ご準備ください。 

・提出期限 

【①現況調査票】・【②事前提出資料】： 訪問調査希望月の２ヵ月前の１日まで 

【③自己評価票】         ： 訪問調査希望月の１ヵ月前の１日まで 

 

（１）現況調査票  

受審医療機関の基本情報・患者数および職員数・入院体制・外国人患者への対応状況・診

療実績などを記入していただきます。 

これらの情報は、後の訪問調査において外国人患者の受入れ体制が整っているかどうか

を実施の現場で確認・評価していく際の基礎資料になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関の基本情報 

受入れ体制に関する情報 現況調査票の記入フォーム（一部抜粋）
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（２）事前提出資料 

 

   受審医療機関で現在ご使用中の資料をご準備ください。 

多言語対応している資料（日本語版を含む）について提出していただきます。下記は事前提出

資料リストの抜粋です。詳細は前述の JMIP ホームページ内「書面調査に関する資料」をご覧く

ださい。 

 

＜ 事前提出資料 ＞（抜粋） 

  ① 受審医療機関案内 

    ⅰ）ホームページ 

      ※診療科、連絡先、アクセス方法に関する部分 

    ⅱ）病院パンフレット 

  ② 院内の案内に関するもの 

    ⅰ）フロア案内、各部署案内などの院内案内表示 

    ⅱ）非常口案内、避難経路図、危険区域表示など 

      ※ⅰ）、ⅱ）とも写真データとして提出 

  ③ コミュニケーションツール 

    院内の各部門で使用されている会話集など 

  ④ 各種帳票類 

    ⅰ）医療面接票（問診票） 

    ⅱ）医療行為に関する説明書類 

    ⅲ）各種同意書 

    ⅳ）概算費用書・支払明細書 

    ⅴ）患者情報確認票 

    ⅵ）診療結果、検査結果、看護内容などの通知フォーマット 

  ⑤ 入院案内、献立表、食材表      

  ⑥ 患者向けアンケート 
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（３）自己評価票  

 

JMIP 認定調査員が受審医療機関を訪問調査する際に使用する評価項目について、受審医療

機関にも事前に自己評価を行っていただき、書面調査書類として提出していただきます。 

 

※ 自己評価票の記入例 
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① 評価項目の構成 

● 分類：評価内容を大きく５つの領域に分けて評価します。 

【 第１分類 ： 受入れ対応 】 

【 第２分類 ： 患者サービス 】 

【 第３分類 ： 医療提供の運営 】 

【 第４分類 ： 組織体制と管理 】 

【 第５分類 ： 改善に向けた取り組み 】 

 

本認証制度の審査における評価項目は、次の５つの階層で構成されています。 

 

   ※ 評価項目の構成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各項目には「項目番号」が付けられています。項目番号は、各階層の番号を左から上

位階層順に並べたものです。例えば上表の中の小項目「1111」の場合、左端の 1は分類

の番号、次の 1は大項目の番号、次の 1は中項目の番号、最後の 1は小項目の番号とな

ります。 

分類(x) 評価の分類を表す項目 

大項目(x.x) 対象領域における枠組みを表す項目 

中項目(x.x.x) 直接評価の対象となる項目 

小項目(x.x.x.x) 中項目を判定するための指標項目 

下位項目(①②③) 小項目を判定するうえで確認すべき項目 

（◆マークで記述されていることを元に判定する） 

1 受入れ対応 

1 1   外国人患者に関する情報と受入れ体制 

1 1 1  外国人患者に対する広報活動と医療行為に必要な情報収集を行っている。

1 1 1 1 外国人患者向けの広報ツールが整備されている。 

    
① ホームページ（電子媒体）には、英語および医療機関が必要と判断

した外国語で、情報を記載している。 

分 類 

大項目 

中項目 

小項目 

下位項目 
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② 評価基準 
各項目の取組状況は下位項目から中項目までの各階層において、３段階で評価さ

れます。 

 

ⅰ）小項目の判定基準 

小項目判定のためには、まず「下位項目」を評価します。 

 

＜下位項目の評価方法＞ 

下位項目には◆マークでさらに詳細が記載されています（◆マークが付随してい

ない項目もあります）。 下位項目の評価は、◆マークに書かれたポイントなどを踏

まえ、「出来ていれば○、部分的に出来ていれば△、出来ていなければ×」という

判定をします。 

 

 

※ 小項目の構成例 

1    受入れ対応 

1 1   外国人患者に関する情報と受入れ体制 

1 1 1  
外国人患者に対する広報活動と医療行為に必要な情報収集を行

っている。 

1 1 1 1 外国人患者向けの広報ツールが整備されている。 

    
① ホームページ（電子媒体）には、英語および医療機関が必

要と判断した外国語で、情報を記載している。 

    
◆ ホームページには、医療機関の診療科、連絡先、アクセスを

記載していること。 

 
下位項目の評価段階 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

「○」 適切である / ある / いる 

「△」 部分的に適切 / 必要に応じて対応できている 

「×」 適切でない / ない / いない 

◆マーク 

下位項目 

小項目 
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＜小項目の評価方法＞ 

小項目の評価段階は、次のように構成されます。 

    小項目の評価段階 

 

 
  
小項目の評価は、次の判断基準に従って行います。     

小項目の評価方法 

 
 
 
 
 
 
※ 小項目の評価の例 

小項目「1 1 1 1」の下位項目 確認結果 

① ホームページ（電子媒体）には、英語および医療機関が必要と判断

した外国語で、情報を記載している。 

◆ ホームページには、医療機関の診療科、連絡先、アクセスを記載していること。 

○ 

② 日本語のホームページと外国語のホームページの内容の整合性が

取れている。 

◆ 日本語のホームページの更新日時と内容、および外国語のホームページの更新日時 

  と内容によって整合性が分かること。 

△ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

「３」 積極的に行われている 

「２」 適切 

「１」 不適切 

「３」 原則として小項目内の下位項目の評価が全て「○」の場合 

「２」 原則として小項目内の下位項目の評価に「△」がある場合 

「１」 原則として小項目内の下位項目の評価に「×」がある場合 

項目番号 評価項目 評価結果 

1 1 1 1 外国人患者向けの広報ツールが整備されている。 ２ 
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ⅱ）中項目の判定基準 
 

＜中項目の構成＞ 
中項目はいくつかの小項目で構成されています。 

 
         ※ 中項目の構成例 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

＜中項目の評価方法＞ 
中項目の評価段階は、次のように構成されています。 

中項目の評価段階 
 
 
 
    

 

中項目の評価は、次の判断基準に従って行います。 

中項目の判断基準 
 
 
 

 
 

 
ⅲ）自己評価票の記載方法 

 
自己評価は下位項目の評価のみ「〇、△、×」のいずれかで記載します。自己評価が「△」

ないし「×」のものに関しては、その理由をコメント欄に記載してください。これらにつ

いては訪問調査の際に、その理由などをヒアリングで確認します。 

項目番号 評価項目 

１ １ １ 外国人患者に対する広報活動と医療行為に必要な情報

収集を行っている。 

１ １ １ １ 外国人患者向けの広報ツールが整備されている。 

１ １ １ ２ 外国人患者の受付時に、必要な情報を入手する体制があ

る。 

１ １ １ ３ 外国人患者の診察時に、必要な情報を入手する体制があ

る。 

１ １ １ ４ 海外の医療機関から外国人患者の情報を入手する体制

がある。 

「a」 優れている（優れた取組みや体制の評価） 

「b」 適切である（標準的な評価） 

「c」 不適切である（問題点として、要改善の評価） 

「a」 中項目内の小項目の評価が全て「３」 

「b」 中項目内の小項目の評価の平均が「２」以上 

「c」 中項目内の小項目の評価の平均が「２」未満 

中項目 

小項目 
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 ４ 訪問調査 

 

（１）訪問調査日の決定  

 

・訪問調査希望月の３ヵ月前の１日までに（※）、「訪問調査受入れ不可能日」を書面で提

出していだきます。 

（例） 平成３０年１２月に訪問調査希望の場合 

平成３０年９月１日までに「訪問調査受入れ不可能日」を提出 

※ 状況により、より早期に日程調整をお願いする場合があります。  

 

・受入れ不可能日（可能日）の設定にあたっては、訪問調査の各プログラムで出席が必要

となる「面接対象者」や「同席者」（本冊子Ｐ１３～Ｐ１４参照）を考慮しながらお決め

ください。 

・訪問調査の実施日決定に関してはできる限り医療機関のご希望に沿うよう努めますが、

スムーズな日程調整のため、なるべく多く可能日を設定いただきますようお願いいたし

ます。 

・「訪問調査受入れ不可能日」をご提出いただいた後、当財団で受審医療機関と認定調査員

のスケジュールを調整し、訪問調査日を決定します。 

・訪問調査の概ね１．５ヵ月前に「訪問調査日決定通知」をお送りします。 

併せて、評価料（残金）の請求書を同封しますので、請求書に記載した支払い期限まで

に、当財団の指定口座へお振込みください。 

※支払い期限の目安：請求書受領後１０日以内 

 

（２）訪問調査に向けた準備 

 

  ・訪問調査各プログラムにおける受審医療機関側出席者リスト、訪問調査時にご呈示いた

だく調査書類のリストおよび院内ラウンド調査に関する書類（ラウンド部署、ラウンド

順等に関する書類）をご提出いただきます。 

・面接・書類確認などに使用する会場および控室として、２部屋を２日間確保してくだ

さい。 

  ・控室は認定調査員のミーティング・昼食の際も使用させていただきます。ミーティン

グの会話が周囲に漏れないよう防音性にご配慮下さい。 

  ・１日目の書類確認に向けて、必要書類（前述の JMIP ホームページ「訪問調査に関す

る資料」内の、【書類確認 調査対象資料】参照）を会場へ設置してください。 

  ・２日目の認定調査員の昼食は、受審医療機関でご準備ください。 

  ・昼食費用は後日、当財団に請求してください。 
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（3）訪問調査の流れ 

 
    訪問調査は、事前に実施した書面調査の書類を基に、認定調査員３名が訪問し、２日

間の日程で調査を行います。 

 

 

訪問調査のタイムスケジュール（例）  

 

       時間 所要時間 項   目 

１日目 

12：20  チームメンバー集合 

12：30 40 分 認定調査員ミーティング 

13：10 50 分 オリエンテーション 

14：00 100 分 書類確認 

15：40 40 分   認定調査員ミーティング 

16：20 10 分 １日目終了の挨拶 

16：30  １日目終了 

２日目 

8：50  チームメンバー集合 

9：00 10 分 認定調査員ミーティング 

9：10 5 分 医療機関との打合せ 

9：15 150 分 担当者合同面接 

11：45  昼食・休憩 

13：00 110 分 院内ラウンド調査 

14：50 80 分 認定調査員ミーティング 

16：10 20 分 講評 

16：30  ２日目終了 

 

※ 上記タイムスケジュールは一例であり、ケースごとに異なる場合があります。 
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（４）訪問調査当日の対応ポイント 

 

○ 認定調査員の訪問・ミーティング 

１日目オリエンテーション開始１０分前に認定調査員チームが訪問します。総合受付で

担当の方にお取次ぎいただき、会場までの誘導をお願いします。オリエンテーションの

前に、４０分間認定調査員のみでミーティングを行います。 

 

○ オリエンテーション 

受審医療機関と認定調査員との正式な初顔合わせの場です。また、受審医療機関の国

際医療交流の実績、外国人患者受入れに関する姿勢・体制の全体像を把握する場にも

なります。 

 

【面接対象者】院長、看護部長、事務長、各部門長など 

【質疑内容】 受審医療機関全体での外国人患者受入れに関する基本方針、対応状況、 

国際医療交流に関する取組み、外国人患者受入れに関する統計など 

 

 

○ 書類確認 

外国人患者受入れに関する受審医療機関の取り組み状況や、管理体制を各種書類で確

認します。必要に応じ担当者に説明を求める場合があります。 

 

【同席者】 

  書類確認の間、１名以上の担当者の同席をお願いいたします。 

【確認する内容】 

  ① 外国人患者の受入れに関する各種マニュアル・ツール・フォーマットなど 

  ② 外国人患者の受入れに関する履歴や管理台帳など 

  ※ 詳細は前述の JMIP ホームページ「訪問調査に関する資料」内の、【書類確認 調査対 

    象資料】をご覧ください。 
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○ 担当者合同面接 

担当者合同面接では、事務、診療、看護、検査、薬剤など各部門現場担当者との面接を

行います。評価項目ごとに、関係部門スタッフに対して詳細なヒアリングを行い、外国

人患者対応方法や体制整備について確認します。 

 

【面接対象者】 外国人患者受入れ担当者（国際部、経営企画部など）、 

院内通訳者（対応可能な場合）、医師、看護師、検査スタッフ、 

薬剤科スタッフ、事務職員などから各１～２名程度 

【質疑内容】    院内各部門における外国人患者受入れに関する対応方針、 

対応フロー、スタッフへの周知方法など 

 

 

○ 院内ラウンド調査 

※ 院内ラウンド調査においては、担当者合同面接での収集情報を基に、外来受付、会計、

病棟（ナースステーション・設備・病室など）、診療部門、検査部門、薬剤部門など、

院内の各部門・部署を訪問し、医療機関の取り組み状況や対応状況、院内表示などを確

認します。 

 

【同行者・ヒアリング対象者】 

   院内ラウンド中、１名以上の担当者に同行いただきます。また、各部門・部署 

     訪問時には、各現場担当者にランダムにヒアリングを行います。 

 

 

○ 認定調査員最終ミーティング 

認定調査員のみで評価に関する最終のミーティングを行います。 

受審医療機関担当者は確認したい事項が発生した場合、即座にご対応いただけるよう、

連絡がとれる体制で待機願います。 

 

○ 講評 

認定調査員から受審医療機関の方々へ訪問調査が終了したことをご報告し、併せて調査

全体を通しての感想などをお話しますので、できるだけ多くの職員の参加をお勧めしま

す。 

認証の可否については、この時点では言及しません。 
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５ 結果報告  

 

（１）中間結果報告   

 

書面調査・訪問調査の結果をもとに「中間結果報告書」を作成します。訪問調査終了

後、概ね４週間から６週間で受審医療機関に送付いたします。 

「中間結果報告書」の評価に１つ以上「ｃ」が含まれる場合は「補充的調査」の対象

となります。補充的調査の対象の場合は「中間結果報告書」とともに「改善要望書」を

送付いたします。 

 

 

（２）補充的調査 

 

・補充的調査の対象となった場合、中間結果報告の「改善要望書」で指摘された項目に対

し改善を図り、補充的調査を受審することができます。 

補充的調査をご希望の場合は「中間結果報告書」受領後１ヵ月以内に、「改善報告書」

「補充的調査申込書」等をお送りください。    

・補充的調査の方法は、書面調査のみで確認する方法と、書面だけでは確認が難しいため

再度訪問調査を実施する方法の２種類があります。 

 どちらの調査方法で補充的調査を実施するかは、「改善報告書」等の内容を当財団で検

討し、決定します。 

・書面調査のみで補充的調査の実施が可能な場合は、「補充的調査『書面調査のみ』」（「料

金表」参照）の評価料請求書をお送りしますので、受領後１０日以内にお振込みくださ

い。 

・訪問調査による改善の確認が必要な場合は、「補充的調査『書面調査・訪問調査』」（「料

金表」参照）の評価料請求書をお送りしますので、受領後１０日以内にお振込みくださ

い。 

・概ね申込みから１～２ヵ月後に補充的訪問調査を実施します。 

 補充的訪問調査は、１名のサーベイヤーによって 1 日の日程で実施されます。 
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（３）最終判定 

 

「中間結果報告」および「補充的調査結果報告」を基に、認証審査会で「認証」、ま

たは「認証留保」の最終判定を審議し、決定します。 

その後、受審医療機関に対して「審査結果通知」および「審査結果報告書」を送付し 

ます。 

※ 原則的には、結果報告における評価項目の評価が、全項目にわたって「ｂ」以上であ 

  れば「認証」となります。 

 

●「認証」の場合 

受審医療機関に『認証書』を交付します。認証の有効期間は３年間で、「更新審査」

の受審により更新が可能です。ただし、第三者機関による認証期間終了と同時に

JMIP の認証は失効します。 

また、認証期間中は、「外国人患者受入れに関する統計情報」や「外国人患者対応事

例」等を当財団へご提出いただきます。 

 

●「認証留保」の場合 

受審医療機関に「改善要望書」を送付します。受審医療機関はこれを基に改善を

図り、審査結果通知受領より６ヵ月以内に「改善報告書」等を提出することによ

り再審査を受審することができます。 

再審査では「改善報告書」等の内容を精査し、書面のみでは改善が確認されない

と判断した場合は、再度の訪問調査（「再訪問調査」）を実施します。その後「再

調査報告書」の内容を基に、認証審査会で最終の判定が行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
一般財団法人 日本医療教育財団 

６ 結果の公表  

 

①公表方法 

JMIP ホームページ上に認証医療機関情報を、日本語・英語・中国語・韓国語の４

ヵ国語で掲載・公表します。 

②公表内容 

JMIP ホームページ上で、以下の情報を公表します。 

 a）認証医療機関概要 

     「現況調査票」を基にした認証医療機関の所在地、電話番号、ホームページアドレ

ス（外国語表示ページ含む）などの基本情報 

b）認証医療機関における外国人患者受入れに関する取組み 

     「外国人患者対応部署」、「主な対応可能言語」、「食事対応」などの外国人患者受入

れに関する主な取組み状況 

c) 審査結果    

  「審査結果報告書」に記載した「全体総括」 

   ※ 審査結果の掲載の可否については、事前に認証医療機関に確認させていただき 

 ます。 

 



18 
一般財団法人 日本医療教育財団 

 

外国人患者受入れ医療機関認証制度 

お 申 込 み か ら 認 証 ま で の 流 れ 

１．当ホームページの受審申込みフォームへ入力してお申込みください。 

２．お申込み確認後、審査に関する契約の締結を行います。 

３．請求書をお送りいたしますので、１０日以内に評価料（申込金）をお振込みくだ

さい。 

１．契約締結の後、書面調査用書類をJMIPホームページからダウンロードして作

成し、送付してください。 

【提出書類  ①「現況調査票」 ②「事前提出資料」 ③「自己評価票」】 

１．受審医療機関と認定調査員のスケジュールを調整し、「訪問調査日決定通知」

をお送りします。調査日の１．５カ月前までに送付します。 

２．請求書を同封しますので、１０日以内に評価料（残金）を振込みください。 

１．書面調査の内容をもとに、訪問調査を実施いたします。 

２．認定調査員３名が受審医療機関を訪問し、２日間（※）調査を行います。 

１．「中間結果報告」の評価に「Ｃ」があった場合、「改善要望書」に基づいて

改善を行うことで「補充的調査」を申し込むことができます。 

２．補充的調査評価料お振込みの後に訪問調査日程の調整を行います。 

１．審査結果をもとに、当財団において「認証」または「認証留保」の判定を行

います。 

 

１．書面調査および訪問調査の結果を取り纏め、「中間結果報告」を行います。 

補充的調査 

１．「認証留保」の判定の場合「改善要望書」を送ります。改善の後再審査が受け

られます。状況により書面提出のみ、または再訪問調査（認定調査員 1 名・訪問

調査１日）を実施するケースがあります。 

２．再審査評価料お振込みの後に再訪問調査日程の調整を行います。 

１．認証：「認証書」を送付します。認証期間３年間です。 

２．認証留保：改善点がある場合「認証留保」となります。 

①②：調査日の２ヵ月前

の 1 日までに提出 

③：調査日の１ヵ月前の1

日までに提出 

１．５ヵ月前に日程決定 

２日間（※）の日程で

訪問調査実施 

調査後１．５ヵ月で連絡

申込みから補充的調

査実施まで１ヵ月～２

ヵ月程度 

訪問調査または補充

的調査実施後、２ヵ月

～３ヵ月で結果通知の

送付 

基本的な審査の流れと所要期間の目安です。「訪問調査希望月」をもとにスケジュールをお立てください。 

年   月 

年   月 

年   月 

年   月 

訪問調査希望月から

４ヵ月以上前に申込み

  年  月

再 審 査 

申込み～ご契約 

 

書 面 調 査 

訪問調査日の調整 

訪 問 調 査 

中間結果報告 

最 終 判 定 

審査結果通知 

再審査申込みから 

再訪問調査まで１ヵ月～

２ヵ月程度 

年   月 

年   月 

Japan Medical Service Accreditation for International Patients 

※ 健診施設の場合、１日間の訪問調査となります。 


